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沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会は、県内農林水産物等の輸出方策を検討するとともに、輸出に取り
組む意欲のある者を支援するため、平成19年度に設置され、これまで、構成員の行政機関等から輸出促進に関
する各種支援策の紹介や輸出に取り組む事業者に事例発表をしていただく等の取組を行ってまいりました。
そのような中、平成28年５月に、農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）において

「農林水産業の輸出力強化戦略」が取りまとめられ、これを受け、当局では当該戦略を参考に、沖縄県産農林水
産物・食品の輸出促進について、沖縄版の品目別・国地域別の対応方策を取りまとめることが重要と考え、これま
で当協議会において検討を行ってきました。
一方、平成30年７月には、農林水産省と経済産業省において「農林水産物・食品輸出促進合同チーム」が創

設され、輸出に携わる事業者の皆様が輸出支援策をまとめて確認できる「農林水産物・食品支援策ガイド」の作
成や地方農政局と経済産業局との連携強化の優良事例について作成・周知等の取組を行っているところです。
沖縄においても、更なる輸出促進を図るべく、当戦略は、青果、特産物、畜産物、水産物の分野別ごとに輸出

実績或いは輸出可能性の高い品目を選定し、品目ごとに対応方策を取りまとめています。また、各国の輸入規制
や国内における輸出規制の制度、輸出現場における通関トラブルや関係機関の連携の事例等、数多くの項目を
幅広く取りまとめております。
これから輸出を始めようとする皆様や既に輸出に携わっている輸出事業者の皆様、各関係機関ご担当の皆様に

おかれましては、当戦略を積極的にご活用いただき輸出業務の一助となり、更なる沖縄県産農林水産物・食品の
輸出拡大に資することを期待します。

平成31年３月31日
沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会
会長 仲程倫由

（内閣府沖縄総合事務局次長）

◯はじめに
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１ 分野別・品目別の課題を抽出するに至った経緯及び目的
沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会では、平成28年５月に農林水産業・地域の活力創造本部において取り

まとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」の品目別の輸出力強化に向けた対応方向を参考に、将来的には、沖
縄版の分野別・品目別対応方策を取りまとめることが重要であると考え、主要な品目ごとの課題整理及び対応方策に
ついて検討してきた。

具体的には、平成28年度において、輸出促進協議会担当者会議の下に分野別チームを設置し、各分野別に代表
的な品目を選定し、輸出に関する課題等について具体的に洗い出した。平成29年度は、品目ごとに抽出した課題に
ついて、当協議会担当者会議の下に設置した分野別ワーキンググループにおいて品目ごとの対応方策の検討を行った。
また、平成30年度においては、本報告書をまとめるべく、対応方策の更なる検討及び情報収集を行った。

◯沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会の取組について（１）

（平成29年度構成メンバー）
・内閣府 沖縄総合事務局 次長【会長】
・沖縄県 農林水産部長【副会長】
・内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部長
・ 同上 農林水産部 総務調整官
・ 同上 農政課長
・ 同上 経営課長
・ 同上 生産振興課長
・ 同上 畜産振興室長
・ 同上 消費・安全課長
・ 同上 食料産業課長
・ 同上 林務水産課長
・ 同上 経済産業部 地域経済課長
・ 同上 商務通商課長
・ 同上 開発建設部 港湾計画課長
・ 同上 空港整備課長
・ 同上 運輸部 企画室長

沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会

・財務省 沖縄国税事務所 酒類業調整官
・ 同上 沖縄地区税関 統括審査官
・農林水産省 那覇植物防疫事務所 所長
・ 同上 動物検疫所沖縄支所 所長
・国土交通省 大阪航空局 那覇空港事務所 広域空港管理官
・沖縄県 農林水産部 農政企画統括監
・ 同上 農業振興統括監
・ 同上 農漁村基盤統括監
・ 同上 農林水産総務課長
・ 同上 流通・加工推進課長
・ 同上 営農支援課長
・ 同上 園芸振興課長
・ 同上 糖業農産課長
・ 同上 畜産課長
・ 同上 水産課長
・ 同上 商工労働部 アジア経済戦略課長

・（独）日本貿易振興機構 沖縄貿易情報センター 所長
・沖縄振興開発金融公庫 融資第三部 農林漁業融資班課長
・（公社）沖縄県工業連合会 専務理事
・沖縄県農業協同組合 常務理事
・沖縄県花卉園芸農業協同組合 代表理事組合長
・沖縄県漁業協同組合連合会 代表理事会長
・（株）沖縄県物産公社 海外ビジネス課長
・農林中央金庫那覇支店 支店長

【担当者会議】

協議会を円滑に運営するため、構成組織各担当者を
メンバーに開催

【分野別ワーキンググループ】
課題に対する対応方策取りまとめに特化し開催
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２ 品目の選定等について

品目の選定は、分野別チーム（分野別ワーキンググループの前身）において、構成メンバーからの意見を踏まえ２～３
品目を選定した。また、現在、輸出実績は少ないが、今後、輸出増が期待される新たな品目として３品目を選定した。

・（分野１）青果 （品目）マンゴー、かぼちゃ、紅芋、キャベツ（新）
・（分野２）畜産物 （品目）豚肉、鶏肉
・（分野３）水産物 （品目）マグロ、モズク、ミーバイ（新）
・（分野４）特産物 （品目）黒糖、きのこ、シークヮーサー加工品（新）

※（新）･･･現在、輸出実績が少ないが、今後輸出増が期待されるもの。

◯沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会の取組について（２）

平成28年度

6月10日 第１回担当者会議

8月25日 第１回協議会

10月24日 第２回担当者会議

11月29日 分野別チーム（青果、特産物、水産物）

12月19日    〃  （畜産物）

3月22日 第２回協議会

平成29年度

6月29日 第１回担当者会議

8月17日 分野別ワーキンググループ（青果分野）

9月15日       〃     （特産物分野）

11月21日       〃     （畜産物分野）

12月26日       〃     （水産物分野）
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平成29年度

3月14日 第２回担当者会議

3月28日 第１回協議会

平成30年度

6月20日 第１回担当者会議

8月29日 分野別ワーキンググループ（畜産物分野：牛肉）

1月30日 第２回担当者会議

2月13日 第１回協議会



品目別の統計番号「貿易統計」

品目名 年 ＨＳ 関税番号cord

マンゴー 平成22年（2010年） 0804.50 000-

～

平成30年（2018年）

かぼちゃ 平成24年（2012年） 0709.93 000-

～

平成30年（2018年）

紅芋 かんしょ 平成22年（2010年） 0714.20 000（ ） -

～

平成30年（2018年）

キャベツ 平成22年（2010年） 0704.90 000-

～

平成30年（2018年）

黒糖 平成22年（2010年） 1701

～

平成30年（2018年）

きのこ 平成22年（2010年） 0709.51 000-

0709.59 000

～

-

平成30年（2018年） 0711.51 000-

0711.59 000-

0712.31 000-

0712.32 000-

0712.33 000-

0712.39 100-

0712.39 900-

2003

平成22年（2010年） 2007.91 000シークヮーサー -

2008.30 000加工品

～

-

平成30年（2018年） 2009.31 000-

2009.39 000-

品目名 年 ＨＳ 関税番号cord

豚肉 平成22年（2010年） 0203

～

平成30年（2018年）

鶏肉 平成22年（2010年） 0207.11 000-

0207.12 000

～

-

平成30年（2018年） 0207.13 000-

0207.14 000-

まぐろ 平成23年（2011年） 0302.31 0302.32~

0302.34 0302.39
～

~

平成30年（2018年） 0303.41 0303.42~

0303.44 0303.49~

0304.49 100-

0304.59 100-

0304.87 100-

もずく 平成22年（2010年） 1212.21 900-

～

平成30年（2018年）

ミーバイ（ヤイ 平成22年（2010年） 0302.69 900-

トハタ） 0303.79 900

～

-

平成23年（2011年） 0304.19 900-

0304.29 900-

0304.99 900-

平成24年（2012年） 0302.89 000-

0303.89 900

～

-

平成30年（2018年） 0304.49 900-

0304.59 900-

0304.89 900-

0304.99 000-

※かぼちゃは、 平成22年（2010年）～平成23年（2011年）の２カ年は品目名がない

ため使用せず。

◯沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会の取組について（３） 7

３ 輸出の課題・対応方向等について

分野別ワーキンググループにおける関係機関等からの意見等をとりまとめた。また、品目別の生産状況を整理するととも
に、輸出実績（※）については、財務省「貿易統計」のデータを利用し、取りまとめを行った。
※「実際に沖縄から輸出されたと想定される農林水産物・食品の輸出額」であることに注意。



１ 狙うべき重点市場について（市場の特性）

香 港 台 湾 シンガポール
◯輸入規制が他国に比べ少なく、関
税も無税であるため輸入が容易。
◯中国大陸からの旅行者(4,720万
人/2014年)が香港経済に一定の
影響。中国やアジアへのショーケース
機能も有り、国際見本市も多数開
催。
◯外食率が高い（約６割）。日本
食は人気。ラーメン店や寿司店などの
行列もみられる。日本の外食企業の
進出意欲も 高い。旅行雑誌で日本
掲載も多い。
◯日本産食品は種類、量とも豊富。
頻繁に日本産品のフェアが開催され
ている。日系以外の現地の卸・小売
との取引も増加しつつある。

◯親日で、人口2,300万人に対し年
間300万人以上が訪日。日本統治
時代から日本食が浸透（弁当文化
も伝わっている）。家庭食でも日本産
食材を使用する人が多く、農産品に
限れば最大の輸出先。
◯専門チャンネルで日本の番組が放
送されているほか、現地語に翻訳され
た日本関連の書籍やレシピが、日本
食文化の情報源になっている。日本の
地方の特産品や地方グルメなどの需
要も高まっている。
◯急速な高齢化のため、健康志向を
反映した食材・料理への需要も拡大
が見込まれる。
◯関税率が低い品目は輸入量も多
いため競合が激しい。

◯多様な民族・人種が存在（中華
系７割越え、マレー系、インド系など）
◯１人当たりGDPは日本を上回る。
男女共働き社会で、可処分所得も高
い。
◯人口550万人程度だが、近隣諸
国を中心に年間1,500万人もの観光
客が訪れるため、「ショーケース」的な役
割。再輸出比率も４割と高い。
◯品揃えは豊富だが、商品サイクルは
短い。
◯日本食材は、輸入全体に占める
シェアは低いが、安全性や味などから、
日常的に購入されている。中心部から
郊外にも波及。
◯日系の伊勢丹、高島屋、明治屋で
は、毎週のように各自治体がイベントを
開催し、競合。

沖縄産農林水産物・食品の輸出拡大に向けて重点的に取組を進めていく市場を重点市場とし、日本食材の浸透度や輸入
規制等の状況に応じて取組を進めていく。
●（状況）輸入の制約は比較的小さく、日本食材の浸透度が高い地域。

・幅広い品目で輸出が行われており、日系小売・外食向けに販売の競合も見られる状況
●（取組）農林漁業者、食品事業者における以下の自主的な輸出の取組みを促し、市場の拡大・深掘りを進めていく。

・輸出品目やジャンル（健康食品、中食等）の拡大、日系小売・外食以外への販路拡大、輸出ロットの拡大や物流の
効率化等による価格競争力の強化

8
※参考：農林水産業の輸出力強化戦略
（平成28年５月 農林水産業・地域の活力創造本部）



重点品目：幅広い品目で輸出に取組

・幅広い品目で輸出が行われ、日系小売・現地小売とも日本産品の取扱いが
見られる。外食向けでは、中華食材の輸出も多い。
・輸入規制は比較的少ない（放射性物質規制、残留農薬基準などが課題）
・日系小売・日本食レストランへの販売の競合が見られる。
・日系百貨店などでのプロモーション活動が多く行われているが、産地ごとでバラ
バラに行われている。

2 狙うべき重点市場について－ 香港

3.状況・課題

・最大の輸出先だが、まだ香港の輸入額の数％でしかなく、幅広い品目でさらな
る輸出の拡大が可能と考えられる。
・輸出ロットの拡大、流通マージンの削減等による価格競争力の強化、日系小
売・日本食レストラン以外への販路の拡大などを進め、ショールーム効果も活用
し、中国本土や他のアジアの国への輸出拡大にもつなげる。
・プロモーション活動を、イベントカレンダーに基づき、日本ブランドの下で統一的。
戦略的に実施するとともに、リレー出荷にも取り組む。
・放射性物質規制の撤廃や農薬の登録などの働きかけを引き続き進める。

4.今後の方向性

9

※参考：農林水産業の輸出力強化戦略
（平成28年５月 農林水産業・地域の活力創造本部）

日本からの農林水産物・
食品輸出

1,794億円（2015年）



重点品目：幅広い品目で輸出に取組

・台湾へは、農産物の輸出の割合が高い一方で、台湾は漁業が盛んなこともあ
り、水産物の輸出の割合が低い。
・農産品では、りんごやながいもなど、特定の青果物の輸出量が大きい。
・牛肉については、平成29年９月に輸出解禁されており、牛肉輸出が増加して
いるが、販売の競合が見られる。

3 狙うべき重点市場について－ 台湾

3.状況・課題

・品目によっては輸入規制や関税に留意する必要があるものの、所得が高い、
日本からの距離が比較的近い、日本食・日本産品の浸透度合いが高いなどの
条件がそろっているため、様々な品目で輸出を拡大することが可能。
・日系小売や日本食レストランへの販売の競合が見られることから、・輸出する
品奥やジャンルの拡大、・日系小売や日本食レストラン以外への販路拡大、輸
出ロットの拡大、物流の効率化や流通マージンの削減等による価格競争力強
化等の取組を進め、さらなる輸出拡大を目指す。
・比較的輸出しやすい環境にあるものの、安全性に対する意識が高いことを踏ま
え、輸出にあたっては安全性の確保や規制の遵守に留意するとともに、訪日旅
行客などへの安全性PRを行い、安全前進の日本ブランドの維持・向上を図る。

4.今後の方向性

※参考：農林水産業の輸出力強化戦略
（平成28年５月 農林水産業・地域の活力創造本部）

日本からの農林水産物・
食品輸出

952億円（2015年）
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重点品目：幅広い品目で輸出に取組

・幅広い品目で輸出が行われており、日本食レストランや日系小売などで日本
産品の取扱いが見られる（小売は、現地大手２社の寡占状態）。
・輸入規制はほとんどない。
・日系小売・日本食レストランへの販売の競合が見られる。
・日系百貨店などでのプロモーション活動が多く行われているが、産地ごとでバラ
バラに行われている。

4 狙うべき重点市場について－ シンガポール

3.状況・課題

・外食を中心に、幅広い品目でさらなる輸出の拡大が可能と考えられる。
・輸出ロットの拡大、流通マージンの削減等による価格競争力の強化、日系小
売・日本食レストラン以外への販路の拡大などを進め、ショールーム効果も活用
し、他のアジア諸国への輸出拡大にもつなげる。
・プロモーション活動を、イベントカレンダーに基づき、日本ブランドの下で統一的・
戦略的に実施するとともに、リレー出荷にも取り組む。
・現地小売との関係性を深めるとともに、消費者も利用できる市場の設置や商
業施設の開発・出店などにより、小売の販売ルートの拡大を目指す。

4.今後の方向性

11

※参考：農林水産業の輸出力強化戦略
（平成28年５月 農林水産業・地域の活力創造本部）

日本からの農林水産物・
食品輸出

223億円（2015年）



品目 生産面 流通面 その他（販売含む）

青果
分野共通 ・生産者が輸出についてメリットを感じていない ・現地バイヤーとの取引円滑化

・輸出先国の関係事業者に対するプロモーション
・EPAに基づく特定原産地証明書の発給場所の
設置

マンゴー
・出荷体制の構築
・輸出仕向けの出荷規格
・長距離輸送に向いた品種の検討

・輸送時の品質保持 ・東南アジア産マンゴーとの差別化
・ニーズの把握

かぼちゃ ・輸出仕向け量の確保
・生産量の拡大、安定生産体制の構築

・輸送時の品質保持
・輸出先国における貯蔵保管施設の実態把握
・リードタイムの短縮化

・ニーズの把握
・ブランド化の推進
・プロモーション

紅芋（かんしょ） ・生産量の拡大
・輸出向けのサイズへの対応

・植物防疫法上の移動規制に対する対応 ・ニーズの把握
・ブランド化の推進
・貯蔵技術の検討

キャベツ（新） ・輸出仕向け量の確保
・長距離輸送に向いた品種の検討

・コールドチェーンの確保
・海上輸送の検討

・ニーズの把握
・ブランド化の推進

特産物
分野共通 ・現地バイヤーとの取引円滑化

・輸出先国の関係事業者に対するプロモーション
・EPAに基づく特定原産地証明書の発給場所の
設置

黒糖 ・安定生産の確保 ・安定供給のための保管方法の確立 ・ブランド化の推進

きのこ ・安定供給体制の構築
・価格競争力の強化

・航空輸送が必須 ・ニーズの把握
・ブランド化の推進

シークヮーサー加工品（新） ・安定供給体制の構築 ・流通体制の構築 ・ニーズの把握
・ブランド化の推進
・プロモーション

〈 品目ごとの課題等の概要 〉

・ 沖縄産農林水産物等の輸出促進に取り組むに当たり、分野別・品目別に輸出に関する課題等について具体的に洗い出し、各々の課題に対する対応を検討する必要がある。
・ 分野別チームにおいて整理した課題等の概要については以下のとおり。

◯ 沖縄の農林水産物・食品の輸出に係る課題概要

５ 沖縄の農林水産物・食品の輸出に係る課題（概要①）
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品目 生産面 流通面 その他（販売含む）

畜産物
分野共通 ・現地バイヤーとの取引円滑化

・輸出先国の関係事業者に対するプロモーション
・EPAに基づく特定原産地証明書の発給場所の設
置
・沖縄の共通ブランドとしてのPR

豚肉 ・生産量の確保
・安定した生産体制を確保するための衛生対策
及び飼養管理の強化

・アグー豚肉・一般豚肉の飲食店への流通量の
拡大
・需要が少ない部位の販路確保

・食肉処理施設における国際基準認定対応
・食育・健康面のPR

鶏肉 ・生産量の確保
・安定した生産体制を確保するための衛生対策
及び飼養管理の強化

・輸出ルートの確保について ・従来の食鳥処理施設の統合による新しい食
鳥処理施設の整備

※牛肉については、国内の情勢として子牛価格が高価格で推移していることから、県内の肥育についても子牛導入の調達の面から大幅な生産拡大が見込めない状況の中、輸出仕向け量の
確保は厳しいと考えられる。このことから、今回は課題の整理は見送り、今後の状況の改善等踏まえ、適当な時期に課題の抽出及び対応を行う。

水産物
分野共通 ・現地バイヤーとの取引円滑化

・輸出先国の関係事業者に対するプロモーション
・EPAに基づく特定原産地証明書の発給場所の設
置

まぐろ ・輸出仕向けの水揚げ量の確保 ・輸出に関する取組の面的拡大
・付加価値向上
・コールドチェーンの確保
・専門知識を持ったパッカーの育成

・ブランド化について

もずく ・安定生産の確保 ・ニーズに合った輸送形態及びコストの検討 ・ニーズがない国に対するプロモーション

ミーバイ（新）
（ヤイトハタ）

・安定生産の確保 ・リードタイムの短縮化
・専門知識を持ったパッカーの育成

・新鮮保持技術のPR

〈 品目ごとの課題等の概要 〉

注）品目中の（新）は、現在、輸出実績が少ないが、今後輸出増が期待されるもの

13５ 沖縄の農林水産物・食品の輸出に係る課題（概要②）



青果分野 課題及び対応方策
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【青果分野共通】：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果物分野共通

・生産者が輸出についてメリットを感じてい
ない
【対応方策】

国内市場で需要がある間は、国内仕向けに
生産すれば販売できる供給主導型が維持され
るものと考えられる。このような状況におい
ては、国内他産地においても生産拡大基調に
あるとみるのが妥当であるが、今後、国内の
人口減少による需要の冷え込みが予測され、
海外への展開が求められる中、農林水産物等
の輸出については、行政を始めとして輸出関
係者等による生産者への輸出意識向上に向け
て丁寧な説明が必要。

また、生産余剰が発生してから輸出しよう
としても直ぐに輸出体制は整わないことか
ら、海外からの引き合いが強いうちに海外の
販売ルートを確保しておくことが必要である
と考えられる。

・現地バイヤーとの取引円滑化
【対応方策】
・沖縄地域商社７社の活用

平成29年３月に沖縄地域商社７
社が輸出に向けた連携協定を締結し
ていることから、当該商社を活用し
た取引も有効である。
・GFPコミュニティサイト登録

農林水産省においては、当該サイ
トで輸出に取り組む事業者と本土の
地域商社とのマッチングに取り組ん
でおり、その活用も有効である。

・輸出先国の関係事業者に対するプ
ロモーション
【対応方策】

毎年11月に開催される沖縄大交
易会に積極的に参加することが重要
である。

さらに、農林水産省及びJETROが
作成する国・地域別イベントカレン
ダーの活用やJETROによる輸出のあ
れこれ相談所の活用も有効である。

・EPAに基づく特定原産地証明書
の発給場所の設置
【対応方策】

EPAの特定特恵関税適用の条件
となっている「特定原産地証明
書」は、日本商工会議所（東京
都）及び地方事務所で発給してお
り、沖縄においては発給場所が整
備されていない。今後、発給場所
を沖縄に設置する必要性について
検討する。
（参考：原産地を証明する書類は、
EPAにより異なっている。TPP11
等においては、輸出者等が自ら作
成した、原産品である旨の申告書
を提出する方法「自己申告制度」
が導入されている。）

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・香港、シンガポールは食用の野菜及び生果実について輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がな
く日本から輸出することができる。
・台湾は特別な検査（線虫検査）を要求していることから、輸出時の植物検疫検査に時間を要する品目が多い。
・加工品については、加工の程度等により植物検疫に係る条件が異なることから、輸出者から取引先等を通じて相手国植物検疫機関に確
認する必要がある。
・輸出が見込まれる主なアジアの国の条件は、「諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編（本報告書P.68に
掲載）」のとおり。
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６【青果分野】マンゴー：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 収穫量は、平成24年度に台風等の影響により前
年度を下回り1,227tとなったものの、それ以降は前年
度を上回って推移している。また、結果樹面積は、平
成26年度において約250haとなっており、漸増してい
る。

２．輸出状況

・ マンゴーは、単品での輸出の把握ができないため、グァ
バ、マンゴー及びマンゴスチンとして分類されている項目で
みると、平成26年に400千円の輸出実績がある。

資料：沖縄県農林水産部「沖縄県の園芸・流通」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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マンゴー及びグアバ等の輸出金額及び数量

項目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
金額（千円） － － 400 － － － －
数量（kg） － － 50 － － － －

1,711 1,620 
1,227 
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６【青果分野】マンゴー：課題及び対応方策

３．課題・対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果
マンゴー ・出荷体制の構築

【対応方策】
生産者はＪＡ系統外が多いため、戦略

的に出荷をするのが難しいとされている
ことから、系統出荷率の高い地域から、
輸出に仕向けることができるのか検討す
べきである。

・輸送時の品質保持
【対応方策】

輸送時における傷みや品質劣化が
課題であり、冷凍（リーファー）コ
ンテナ、ＣＡコンテナ等の輸送方法
や輸送梱包用緩衝材によって、どの
程度品質保持が可能かを検証するこ
とが必要。

・東南アジア産マンゴーとの差別化
【対応方策】

マンゴーはアジアに様々な品種が
あり、一定量生産されているため、
沖縄産マンゴーと競合するおそれが
指摘されており、海外のテストマー
ケティングなどで検証が必要と考え
られる。

差別化に向けた、食としての安
心・安全や、成分分析等セールスポ
イントの探求、プロモーションを行
うことが必要。

・ニーズの把握
【対応方策】

県内で主に栽培されている品種
（アーウィン、キーツ）や新品種(夏
小紅、てぃらら)等の輸出先における
評価(色、味等の嗜好、価格等)の分析
が必要であり、マーケティングリ
サーチの実施及び流通経費等の必要
経費の算定も必要。

・輸出仕向けの出荷規格
【対応方策】

これまでの見本市等への出展において
既存の規格で対応が可能とされているた
め、輸出に仕向ける場合の現在の規格の
範囲を関係者で情報共有することが必要。
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６【青果分野】マンゴー：課題及び対応方策

３．課題・対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果
マンゴー ・長距離輸送に向いた品種の検討

【対応方策】
輸出向けの新しい品種の導入・開発を検討

する場合には、貯蔵と長距離輸送に強く炭疽
病に強い品種が望ましいが、果樹の育種には
時間がかかることもあり、当面は、既存品種
で輸出拡大を検討することが必要。

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・台湾：台湾が要求する植物検疫検査を受検し、植物検疫証明書を添付することで輸出できる。茎（果軸）付きは、線虫検査のため輸出
時の植物検疫検査に時間を要する。
・香港及びシンガポール：輸出先国が輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がなく輸出することが
できる。
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７【青果分野】かぼちゃ：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 生産量は、平成23年から29年にかけて、
3,000～3,700ｔで推移しており、作付面積は
平成28年において約450haとなっており、漸
増傾向ある。

２．輸出状況

・ 輸出実績がない年もあるが、平成28年には
輸出金額は1,200千円を超えている。輸出金額、
数量ともに明確な傾向はみられない。
・ 国・地域別に見ると、平成30年は、全て香
港向けとなっている。

【参考】
沖縄総合事務局が行った現地調査では、香港、台
湾の量販店において、少量ながら県産かぼちゃを
確認している。

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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かぼちゃの輸出金額及び数量

項目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

金額（千円） 378 － － 202 1,211 300 453

数量（kg） 200 － － 270 3,592 900 1,500

3,220 3,100 3,290 3,470 3,510 3,600 3,710 
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かぼちゃの収穫量及び作付面積の推移
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７【青果分野】かぼちゃ：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）

青果

かぼちゃ ・輸出仕向け量の確保
【対応方策】
輸出先国のニーズを把握したうえで、品種の選定、

規格及び出荷時期の検討を行い、国内需要への
対応と輸出対応とのバランスを考慮した輸出仕向
け量の確保が必要であるとともに、輸出向け産地の
造成、整理等の検討も必要である。

・輸送時の品質保持
【対応方策】
航空、海上輸送における品質保持のた

めのコールドチェーンの構築手法や包装
資材の検証が必要である。

・ニーズの把握
【対応方策】
輸出先国における食味等の評価及び

価格設定についてマーケティングリサーチ
が必要である。
・ブランド化の推進
【対応方策】
現地ニーズを把握したうえでセールスポ

イントの明確化等、差別化をどのように
図っていくか検討が必要である。

・輸出先国における貯蔵保管施設の実
態把握
【対応方策】
輸出先国における貯蔵保管施設の利

用可能性について、その実態を把握する
ことが必要である。

・プロモーション
【対応方策】
かぼちゃは、カット状態による販売形態
がみられることから、同形態も含めたニー
ズを把握したうえで、かぼちゃの調理面
での簡便性のＰＲを行う等により、その
需要を喚起することが重要である。

・生産量の拡大、安定生産体制の構築
【対応方策】

産地としての国内向けと合わせて、作付面積・収
穫量の拡大、安定生産体制の構築に向けて、既
存事業及び国の輸出促進関連事業の活用の検
討が必要。

国内需要への対応に考慮し、輸出仕向けの輸
出チャンネル確保のメリットについての意識醸成が必
要である。

・リードタイムの短縮化
【対応方策】
海上輸送の場合、リードタイムの短縮

化の検討が必要である。

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・台湾：台湾が要求する植物検疫検査を受検し、植物検疫証明書を添付することで輸出できる。茎（果軸）付きは、線虫検査のため輸出
時の植物検疫検査に時間を要する。
・香港及びシンガポール：輸出先国が輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がなく輸出することが
できる。
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８【青果分野】紅芋（かんしょ）：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 収穫量は、直近の平成29年において、3,820ｔ
であり、作付面積は約300㏊でほぼ横ばいで推移して
いる。

２．輸出状況

・ 那覇貨物ハブの活用などにより県外産も含まれている
可能性があり、沖縄産が占めている割合は、不明である
が、輸出額、数量ともに毎年伸びており、特に紅芋は、
香港及びシンガポールからの要望が多く、今後も増加が
期待される。
・ 国・地域別に見ると、シンガポール向けが全体の84％
を占めている。

※収穫量は、３年ごとの調査
資料：農林水産省統計部「作物統計」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成

香港,

26,736 
シンガポール, 

143,556 

その他,

692 

H30 国・地域別の輸出額 （単位：千円）

香港 シンガポール その他
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８【青果分野】紅芋（かんしょ）

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果
紅芋
（かんしょ）

・生産量の拡大
【対応方策】
県内にはかんしょの害虫であるイモゾウムシ、アリモ

ドキゾウムシが生息しているため、これらの害虫が生
息していない本土への移動が植物防疫法により制
限されており、青果での本土市場の開拓は困難で
ある。そのため、新たな市場開拓には、植物検疫上
輸出可能な香港、シンガポールをターゲットとして、
生産振興を図ることが重要である。生産拡大に向
けて既存事業及び国の輸出促進関連事業等の活
用の検討が必要。
なお、生のかんしょを輸出する際には、輸出先国

で当該品種を栽培されてしまう可能性があり、海外
における品種登録等知的財産の保護について十
分な検討が必要である。

香港やシンガポールからは食味の良い「沖夢紫」
の要望があるが、他品種も含めて県内での栽培は
多くなく、県内需要も満たしていない状況であるため、
要望に応えきれていない現状にある。

県内各産地における生産拡大に向けた取組とし
て、担い手確保や生産規模拡大など各産地の課
題を整理し、対策を検討の上、実践していくことが
重要である。

・植物防疫法上の移動規制に対する
対応
【対応方策】
植物防疫法上、沖縄県から本土へは

移動規制があるため、本土経由の輸出
は想定されていない。このため、県内の
青果需要や加工原料需要を考慮し、
輸出仕向けの物流ルートの確保を検
討する必要がある。

・ニーズの把握
【対応方策】
輸出先国における品種、サイズ等評価

及び価格設定についてマーケティングリサー
チが必要である。また、価格設定について
は、集荷、キュアリング、流通等に係る経費
を含めた検討が必要である。
・ブランド化の推進
【対応方策】
ブランド化を推進するため、輸出先国にお

ける商標登録が必要である。その際、アン
トシアニン等の機能性成分等食味以外の
付加価値（セールスポイント）についての
調査・PRも必要である。
・貯蔵技術の検討
【対応方策】
県内では、植付け時期をずらすことにより、

周年収穫することが可能であることから、ほ
とんどが生果で出荷されている。台風等の
影響による収穫量の変動に対応するため、
貯蔵期間の確保や品質保持のためのキュ
アリング技術等定時・定量を確保するため
の手法について検討を行う必要がある。
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８【青果分野】紅芋（かんしょ）

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果
紅芋
（かんしょ）

・輸出向けのサイズへの対応
【対応方策】

香港では50～100g程度の小サイズが要求され
るため、定期的に一定量を確保することが難しく、ま
た、小サイズのみの栽培は現在のところ難しい状況
にある。

県内の一般的なサイズのかんしょ生産体系では、
一定の割合（約１割程度）で小サイズの芋が生
産されることから、それらを集荷し、輸出する仕組み
づくりを検討することが必要である。
また、今後は、輸出に向けた小サイズの芋栽培の

検討も重要である。

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】 ※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・台湾：台湾の植物検疫上の理由により沖縄県産（経由も含む）は輸出ができない（輸入禁止品）。
・香港及びシンガポール：輸出先国が輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がなく輸出できる。

23

３．課題・対応方策



１．生産状況

・ 平成24年、25年に収穫量は、8,000ｔを超えた
が、近年は、約6,500～7,000tで推移している。作
付面積は、近年200～260haで推移している。

２．輸出状況

・ キャベツ及びカリフラワー等の品目は、最近３カ年輸
出の実績があり、輸出金額は約200千円で推移してお
り、数量は約１ｔである。
・ 国・地域別に見ると、全てシンガポール向けとなってい
る。

資料：農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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９【青果分野】キャベツ（新）：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
青果
キャベツ
（新）

・輸出仕向け量の確保
【対応方策】
国内の需要を考慮し、輸出に仕向ける量の確保が
必要であり、生産体制の構築や、輸出仕向け産地
の造成等の検討が必要である。

・コールドチェーンの確保
【対応方策】
輸出先国において、コールドチェーンが

確立されているか、貯蔵施設が確保でき
るか等の調査、検討が必要である。

・ニーズの把握
【対応方策】
輸出先国における食味評価や販売形

態の調査（１／２、１／４カット等）
及び価格設定について、マーケティングリ
サーチが必要である。・長距離輸送に向いた品種の検討

【対応方策】
輸出先国のニーズに合った品種、例えば、カット野

菜用であれば、寒玉系のような歩留まりが高い品
種の栽培試験が必要となる。さらに経路（海路、
空路）ごとの輸送時間を考慮した品種の検討が
必要であるが、当面は、既存品種について輸出拡
大を検討してくことが重要である。

・海上輸送の検討
【対応方策】

ニーズ調査の結果から、一定量以上の
ロットを確保して輸出する場合には、海
上輸送（輸送温度、混載等）の取組
の検討が必要である。

・ブランド化の推進
【対応方策】
国内他産地との競合が想定されること

から、国内産地の端境期に輸出する等
差別化を検討する必要がある。

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】 ※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・台湾：台湾が要求する植物検疫検査を受検し、植物検疫証明書を添付することで輸出できる。線虫検査のため輸出時の植物検査に時間を要する。
・香港及びシンガポール：輸出先国が輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がなく輸出することができる。
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３．課題・対応方策



特産物分野 課題及び対応方策
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【特産物分野共通】：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物分野共通

・現地バイヤーとの取引円滑化
【対応方策】
・沖縄地域商社７社の活用

平成29年３月に沖縄地域商社７社が
輸出に向けた連携協定を締結している
ことから、当該商社を活用した取引も
有効である。
・GFPコミュニティサイト登録

農林水産省においては、当該サイト
で輸出に取り組む事業者と本土の地域
商社とのマッチングに取り組んでおり、
その活用も有効である。

・輸出先国の関係事業者に対するプロ
モーション
【対応方策】

毎年11月に開催される沖縄大交易会
に積極的に参加することが重要である。

さらに、農林水産省及びJETROが作
成する国・地域別イベントカレンダー
の活用やJETROによる輸出のあれこれ
相談所の活用も有効である。

・EPAに基づく特定原産地証明書
の発給場所の設置
【対応方策】

EPAの特定特恵関税適用の条件
となっている「特定原産地証明
書」は、日本商工会議所（東京
都）及び地方事務所で発給してお
り、沖縄においては発給場所が整
備されていない。今後、発給場所
を沖縄に設置する必要性について
検討する。
（参考：原産地を証明する書類は、
EPAにより異なっている。TPP11
等においては、輸出者等が自ら作
成した、原産品である旨の申告書
を提出する方法「自己申告制度」
が導入されている。）

・植物検疫関係
【平成30年１月現在の情報】 ※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・香港、シンガポールは食用の野菜及び生果実について輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がな
く日本から輸出することができる。
・台湾は特別な検査（線虫検査）を要求していることから、輸出時の植物検疫検査に時間を要する品目が多い。
・加工品については、加工の程度等により植物検疫に係る条件が異なることから、輸出者から取引先等を通じて相手国植物検疫機関に確
認する必要がある。
・輸出が見込まれる主なアジアの国の条件は、「諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編（本報告書P.68に
掲載）」のとおり。
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10【特産物分野】黒糖：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 黒糖の生産量は年により変動があり、近年は
7,000ｔ超で推移していたが、直近の平成28～29
年産及び平成29～30年産は気象条件等がよく
9,000ｔ超となっている。

２．輸出状況

・ 黒糖は、単品での輸出が把握できないため、黒糖を
含む砂糖に分類されている品目をみると、輸出金額は平
成29年には減少したものの、平成30年には31,110千
円となっており、近年は29,000～30,000千円台で推
移している。
・ 国・地域別に見ると、香港、台湾向けが全体の約５
割を占めている。

資料：沖縄県黒砂糖協同組合「沖縄黒糖実績」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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10【特産物分野】黒糖：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物
黒糖 ・安定生産の確保

【対応方策】
黒糖の原料であるさとうきびは、台風、干

ばつ等の気象災害や病害虫の被害により影響
を受け、生産量や品質が不安定な状況にある。
黒糖の生産はさとうきびの豊凶に左右される
ため、年によって生産量・品質にばらつきが
ある。また、黒糖の産地は、県内の中でも特
に地理的条件が不利な小規模離島（多良間島、
波照間島など八つの離島）に位置しており、
さとうきびの栽培面積は横ばいの状況にある
が、さとうきび生産農家の高齢化、担い手不
足等の課題がある これらの課題に対応する
ためには、
① 台風、干ばつ等の気象条件や病害虫の発
生がさとうきびの生産量・品質に大きく影響
することから、畑かん施設や防潮・防風林等
基盤整備や病害虫防除体制の推進が必要、
② 地域に適応した安定多収となる品種及び
高品質の黒糖原料となる品種の開発・育成が
必要、
③ 生産農家の高齢化、担い手不足へ対応す
るため、農作業受託組織等の育成の推 進、
作業省力化のため高性能農業機械の導入及び
機械化一貫体系の確立・普及推進が必要であ
る。

・安定供給のための保管方法の確立
【対応方策】
ａ 安定供給のための保管方法の確
立

黒糖は、常温で長期保管すると品
質低下等を招くことから、真空包装、
低温度帯を含む定温倉庫での保管、
脱酸素貯蔵等の保管方法を検討し導
入することが必要である。

b 大口顧客と海外への販路拡大に
ついて

黒糖の販売先は、大半が県外菓子
メ一カー等に対する原料用となって
おり、今後、海外への販路拡大にあ
たっては、既存の大口顧客との需給
調整を含めた安定供給体制の構築が
必要である。

c 品質を保持した輸送方法の確立
保管方法の検討と併せて、輸送時

に品質低下が起こらないような輸送
方法についても検討し確立すること
が重要である。

・ブランド化の推進
【対応方策】
ａ ブランド化の推進

海外展開を図るためには、模倣
品対策を含むブランドへ向けた取
組が不可欠である。

具体的には、機能性表示食品の
届出、海外での商標登録、GI（地
理的表示）保護制度への登録、国
産、海外産の加工黒糖との差別化、
海外輸出に対応できる消費期限の
延長等を検討していくことが重要
である。

ｂ 販売戦略の見直し
既存の黒糖ユーザー（菓子メー

カー等）向けの需要量の確保、今
後の海外への販売展開を踏まえ、
黒糖の安定供給に向け、販売戦略
の抜本的見直しが必要と考えられ
ることから、今後、検討すること
が必要である。具体的には、連携
協定を締結している沖縄地域商社
７社やGFPコミュニティサイトの
活用、沖縄大交易会（商談会等）
に積極的に参加することにより、
海外の実需者との接点強化及び流
通ルートの確保が期待できる。
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10【特産物分野】黒糖：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物
黒糖 c 輸出国における保管機能の確保

菓子や調味料等の原材料として
輸出する場合は、国内で加工する
よりも輸出先の利用方法に応じた
加工を行う事が適当であるため、
現地に保管施設等の整備の可能性
について検討することが必要。

30

３．課題・対応方策



11【特産物分野】きのこ：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ きのこ類の生産量は、近年1,200t～1,300t
で推移し、平成27年においては前年を上回って
おり、若干の増加傾向にある。

２．輸出状況

・ 輸出金額は増加しているものの、数量はほぼ
横ばいである。
・ 国・地域別に見ると、香港向けが全体の
82％を占めている。

資料：沖縄県「沖縄の森林・林業」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成

香港,

1,354 

台湾, 

305 

H30 国・地域別の輸出額 （単位：千円）

香港 台湾
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11【特産物分野】きのこ：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物
きのこ ・安定供給体制の構築

【対応方策】
空調設備のある施設で生産されたきのこ以

外のきのこについては、生産量が少なく、輸
出対象にするのは難しいと考えられる。空調
整備の整った施設では、年間を通してきのこ
の安定生産・安定供給が可能であるが、施設
の導入にあたっては、そのコストの把握、採
算性の確保が重要である。

また、安定供給に向けては、生産性向上の
ため、研究機関等と協力しながら、きのこ菌
床の原料となるおが粉の調査等を行っており、
引き続き、調査等を実施していく必要がある。

おが粉などの資材を県内でまかなうことが
できれば、コスト削減に繋がり、更なる安定
供給を図ることが可能である。

・航空輸送が必須
【対応方策】

沖縄県産きのこは日本産ブランド
の「安心・安全」に加え、新鮮さを
付加価値としているため、航空輸送
が必須であり、物流コストの削減が
課題となっている。

また、船便輸送の活用を検討する
場合は、沖縄への船舶発着のスケ
ジュールについても同時に検討する
ことが必要。

・ニーズの把握
【対応方策】

海外の市場や飲食店における
ニーズを把握するため、マーケ
ティングリサーチの実施を検討す
る必要がある。

・ブランド化の推進
【対応方策】

県産きのこの認知度向上と消費
拡大を目的として「沖縄きのこ」
のロゴマークが平成30年10月に商
標登録された。

当該ロゴマークを店頭販売やチ
ラシ等に広く活用し、県産きのこ
のブランド化の実現に向けて取り
組む。・価格競争力の強化

【対応方策】
県内での価格動向を見ると、県外産に比べ

ると価格競争力は弱く、県産きのこの生産量
を増加させた場合、他県産との競合などによ
り市場価格が低下することが懸念される。

・植物検疫関係
【平成30年１月時点の情報】 ※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・台湾：台湾が要求する植物検疫検査を受検し、植物検疫証明書を添付することで輸出できる。
・香港：香港が輸出時の植物検疫に係る検査を要求していないことから、植物検疫上の制約がなく輸出することができる。
・シンガポール：植物検疫対象となるか情報がない。菌床は検疫対象。

32

３．課題・対応方策



12【特産物分野】シークヮーサー加工品（新）：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ シークヮーサーは露地栽培が多いことから
気象要因等の影響を受けやすく、収穫量は、平
成22～24年は、大型の台風の影響により大幅
に落ち込んだものの、25年以降は回復傾向に
ある。

２．輸出状況

・ シークヮーサーは生の果実としての輸出は
想定されず、果汁等加工品の形態で輸出されて
おり、シークヮーサー加工品の分類では輸出状
況が把握できず、シークヮーサー加工品を含む
その他かんきつの品目の輸出金額及び数量をみ

ると、平成28～30年は27年に比べ数量は減少し
ているものの輸出金額は増加しており、単価の高
い品目が占める割合が高くなっていると考えられ
る。
・ 国・地域別に見ると、シンガポール向けが全
体の40％、香港向けが23％を占めている。

資料：沖縄県農林水産部「沖縄県の園芸・流通」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を
基に沖縄総合事務局作成
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12【特産物分野】シークヮーサー加工品（新）：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物
シークヮーサー
加工品

・安定供給体制の構築
【対応方策】
シークヮーサーは生産量の増減が激しく、安
定供給に課題があり、生産の大規模化、栽培
方針の導入等による生産・安定供給の体制構
築が必要である。

また、ここ数年は供給過剰の状況が続いて
おり、新たな市場を開拓し、需要を安定化さ
せることが必要である。

・流通体制の構築
【対応方策】

一次加工品（原料果汁）は、現在
一斗缶を容器として冷凍されており、
安定供給を図るためには冷凍保管倉
庫の確保が必要である。また、効率
よく海上輸送を行うためには、冷凍
保管倉庫の確保に加えて、ドラム缶
による冷凍保管にも取り組む必要が
ある。

二次加工品（ペットボトル等の製
品）については、海上輸送の場合、
重量がかさむため輸送コストが高く
なり、販売価格も高くなることが課
題である。海上輸送の場合、コスト
削減のためには、コンテナ１本を満
たす量で輸出する必要があるが、需
要先の需要量に見合うとは限らない
上、集荷に時間を要する場合もあり、
また、混載する場合も量によっては
コスト高となることがあるため、コ
スト低減を図るための輸送方法の検
討が必要である。

・ニーズの把握
【対応方策】

海外の市場や飲食店における
ニーズを把握するため、マーケ
ティングリサーチの実施を検討す
る必要がある。

・ブランド化の推進
【対応方策】
・東南アジア諸国においては、
シークヮーサーの認知度が低いた
め、他の柑橘類との価格競争にな
ることが想定される。このため、
地理的表示（GI）登録や機能性表
示食品の表示によるブランド化・
差別化が必要である。

・プロモーション
【対応方策】
・シークヮーサーの英語表記を統
一し、沖縄の特産物としてブラン
ド化することが必要。

・混載技術の確立
【対応方策】

海上輸送におけるコンテナ混載に
ついては、商品それぞれの適温を維
持するため、温度帯の異なる混載技
術の確立と輸送コスト低減の検討が
必要である。
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３．課題・対応方策



12【特産物分野】シークヮーサー加工品（新）：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
特産物
・植物検疫関係
【平成30年１月時点の情報】 ※ご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。
・加工品については、加工の程度等により条件が異なることから、輸出者から取引先等を通じて相手国植物検疫機関に確認する必要があ
る。

35

３．課題・対応方策



畜産物分野 課題及び対応方策
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【畜産物分野共通】：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）

畜産物分野共通

・現地バイヤーとの取引円滑化
【対応方策】
・沖縄地域商社７社の活用

平成29年３月に沖縄地域商社７社が
輸出に向けた連携協定を締結している
ことから、当該商社を活用した取引も
有効である。
・GFPコミュニティサイト登録

農林水産省においては、当該サイト
で輸出に取り組む事業者と本土の地域
商社とのマッチングに取り組んでおり、
その活用も可能である。

・輸出先国の関係事業者に対するプロ
モーション
【対応方策】

毎年11月に開催される沖縄大交易会
に積極的に参加することが重要である。

さらに、農林水産省及びJETROが作
成する国・地域別イベントカレンダー
の活用やJETROによる輸出のあれこれ
相談所の活用も有効である。

・EPAに基づく特定原産地証明書
の発給場所の設置
【対応方策】

EPAの特定特恵関税適用の条件
となっている「特定原産地証明
書」は、日本商工会議所（東京
都）及び地方事務所で発給してお
り、沖縄においては発給場所が整
備されていない。今後、発給場所
を沖縄に設置する必要性について
検討する。
（参考：原産地を証明する書類は、
EPAにより異なっている。TPP11
等においては、輸出者等が自ら作
成した、原産品である旨の申告書
を提出する方法「自己申告制度」
が導入されている。）

・沖縄の共通ブランドとしてのPR
【対応方策】
・沖縄県畜産物輸出促進協議会の

活用
本協議会は、県内１６の牛・豚・鶏

生産者、畜産物輸出事業者が会員と
なっている。当協議会を活用した県産
畜産物のPRも有効である。
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13【畜産物分野】豚肉：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 混住化の進展等を背景とした環境問題の発
生、高齢化による離農及び疾病事故の発生等に
より、と畜頭数が減少傾向で推移していたが、
大規模飼養施設及び１母豚あたり出荷頭数の増
加等により、平成28年から回復傾向にあり、
平成29年は前年に比べ約600ｔ増加した。

２．輸出状況

・ 近年、平成29年度を除いては、輸出金額及
び数量は増加傾向に推移している。
・ 国・地域別に見ると、香港向けが全体の
97％を占めている。

資料：農林水産省「畜産物流通調査」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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13【畜産物分野】豚肉：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
畜産物
豚肉 ・生産量の確保

【対応方策】
県内（インバウンドを含む）や輸出の需要

に対応した生産基盤の整備や後継者の育成・
確保や環境問題への対応の強化が重要である。

・アグー豚肉・一般豚肉の飲食店へ
の流通量の拡大
【対応方策】

豚肉を輸出する場合は、輸出先国
から認定を受けた食肉処理施設での
処理が必要となる。県内では、香港、
マカオ、ベトナム政府から認定を受
けた食肉処理施設があり、現在は、
香港を中心に輸出が行われている。
香港においては、県産豚肉の中で、
アグー豚肉は定着しているが、一般
豚の定着度は低い状況にある。最近
は、アグー豚肉の知名度により、県
産の一般豚肉の引き合いも強くなっ
ており、相乗効果を高める取組が重
要である。

また、量販店への流通はみられる
が飲食店への流通が少ないことから、
飲食店への販路拡大が必要である。

・食肉処理施設における国際基準
認定対応
【対応方策】

現在、沖縄県内の食肉処理施設
において、香港、マカオ、ベトナ
ムへの輸出対応は可能であるが、
シンガポール、台湾への輸出につ
いては、対応可能な施設がない。
このため、厚生労働省の輸出食肉
認定制度に基づき、沖縄県内の食
肉処理施設において、輸出先国が
求めるHACCP等の国際基準認定へ
の対応が重要である。

・飼養管理技術の向上
【対応方策】

安定した輸出体制を構築するためには、供
給していく上では生産現場における飼養管理
及び衛生管理技術の向上が必要である。

特に、家畜伝染病等の侵入防止や農場
HACCP、畜産GAP等の飼養管理の徹底した
取組が必要である。

・食育、健康面のPR
【対応方策】

シンガポール、香港等では豚の
脂を避ける傾向があることから、
しゃぶしゃぶ等の食べ方や現地の
食べ方に配慮したPRをする必要が
ある。・需要が少ない部位の販路確保

【対応方策】
（主にアジア向け）輸出での引き

合いは部位（ロース等）に偏りが見
られることから、他の部位の販路確
保が必要（加工品にする、国内販売
する等）。
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３．課題・対応方策



14【畜産物分野】鶏肉：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 平成28年における肉用若鶏の出荷重量は
8,528ｔで、若干増加傾向にある。

２．輸出状況

・ 直近３カ年の鶏肉の輸出状況をみると、輸出
額は1､000～3,000千円台で推移しており、輸出
量はほぼ横ばいとなっている。
・ 国・地域別に見ると、全て香港向けとなって
いる。

資料：沖縄県農林水産部「沖縄の農林水産業」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成

資料：沖縄県中央食肉衛生検査所・沖縄県北部食肉衛生検査所
「事業概要」を基に沖縄総合事務局作成 40

鶏肉の輸出金額及び数量

項目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
金額（千円） 295 － 307 － 2,548 3,874 1,545
数量（kg） 492 － 408 － 2,982 3,570 2,160

3,212 3,447 3,517 3,424 3,498 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

25 26 27 28 29

食鳥処理場の現状

検査羽数

(千羽)

年

【参考】

7,529 7,568 
8,220 8,677 8,528 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

24 25 26 27 28

ブロイラー出荷重量の推移
出荷重量(t)

年



14【畜産物分野】鶏肉：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
畜産物
鶏肉 ・生産量の確保

【対応方策】
鶏肉については県内の需要に見合った計画

的な生産が行われていることから、県内（イ
ンバウンドを含む）や輸出の需給を考慮した
生産基盤の整備が重要である。

・輸出ルートの確保について
【対応方策】

沖縄県畜産物輸出促進協議会では、
香港において鶏肉を含む県産畜産物
の定着に向けて取り組んでおり、香
港で需要の高い部位（「胸肉」や
「ささみ」など）を中心に、今後も
輸出拡大の取組を継続していくこと
が重要である。

・従来の食鳥処理施設の統合によ
る新しい食鳥処理施設の整備
【対応方策】

現在、県内２箇所の老朽化した
食鳥処理施設を統合し、新たな食
鳥処理施設の整備が進められてお
り、施設の整備後に改めて輸出に
必要となる輸出先国による食鳥処
理施設認定を取得することとなる。
今後、新たな食鳥処理施設を活用
した一層の輸出拡大へ向けた取組
強化が期待される。

・安定した生産体制を確保するための衛生対
策及び飼養管理の強化
【対応方策】

安定した輸出体制を構築するためには、高
病原性鳥インフルエンザの侵入防止や、農場
HACCP等の飼養管理の徹底した取組が必要
である。
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水産物分野 課題及び対応方策
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【水産物分野共通】：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）

水産物分野共通

・現地バイヤーとの取引円滑化
【対応方策】
・沖縄地域商社７社の活用

平成29年３月に沖縄地域商社７社が
輸出に向けた連携協定を締結しているこ
とから、当該商社を活用した取引も有効
である。
・GFPコミュニティサイト登録

農林水産省においては、当該サイトで
輸出に取り組む事業者と本土の地域商社
とのマッチングに取り組んでおり、その
活用も可能である。

・輸出先国の関係事業者に対するプロ
モーション
【対応差方策】

毎年11月に開催される沖縄大交易会
に積極的に参加することが重要である。

さらに、農林水産省及びJETROが作成
する国・地域別イベントカレンダーの活
用やJETROによる輸出のあれこれ相談
所の活用も有効である。

・EPAに基づく特定原産地証明書
の発給場所の設置
【対応方策】

EPAの特定特恵関税適用の条件
となっている「特定原産地証明
書」は、日本商工会議所（東京
都）及び地方事務所で発給してお
り、沖縄においては発給場所が整
備されていない。今後、発給場所
を沖縄に設置する必要性について
検討する。
（参考：原産地を証明する書類は、
EPAにより異なっている。TPP11
等においては、輸出者等が自ら作
成した、原産品である旨の申告書
を提出する方法「自己申告制度」
が導入されている。）
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15【水産物分野】まぐろ：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ まぐろ類の漁獲量は近年は1万t前後で推移
している。

２．輸出状況

・ 輸出金額について、平成23年から30年の推
移をみると１千万～５千万円台となっており、年
ごとの増減が大きい状況にある。
・ 国・地域別にみると、シンガポール向けが全
体の85％を占めている。

資料：農林水産省「海面漁業生産統計調査」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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15【水産物分野】まぐろ：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
水産物
まぐろ ・輸出仕向けの水揚げ量の確保

【対応方策】
①水上げ量確保のための条件整備
近年まぐろ類の水揚量は増加傾向で推移してお

り、輸出向けのロットを安定的に確保するために
は国内向けとの仕分けが必要である。また、県内
の養殖まぐろについては、事業者（生産者）の海
外展開の意向も踏まえることが重要である。これ
らを踏まえ、輸出向けの安定数量を確保するため
には、養殖も含め、生産者団体等との調整が重要
である。

なお、養殖においては、生産量確保のための技
術開発や飼料等への対応が必要である。

・輸出に関する取組の面的拡大
【対応方策】

まぐろ類については、一部の流通業
者が、中国、香港、シンガポール等へ
の輸出に取り組んでいるが、19ｔマグ
ロ船が所属する漁協は限られているた
め、国内の需要も考慮し、輸出仕向け
量の確保に向けた取組が重要である。

・ブランド化について
【対応方策】

沖縄は、全国第４位の生鮮まぐろの
水揚げ量があるが、県外の消費者には
まぐろ産地としてあまり知られていな
い状況にある。沖縄県においては、ま
ぐろの産地ＯＫＩＮＡＷＡ認知度向上
事業により、「沖縄美ら海まぐろ」の
認知度向上の取組が実施されており、
引き続き沖縄産まぐろのブランド力向
上へ向けた取組を進める必要がある。

・付加価値向上
【対応方策】

沖縄のまぐろは冷凍ではなく冷蔵
（チルド）で流通しており、冷凍物よ
り食味が良いことから、その強みを更
に活かすため、出漁できない場合等に
対応した冷蔵施設の整備による鮮魚保
管（在庫確保等）の取組が必要である。

また、一次加工施設の整備による
フィレ（切り身）の製造や最終加工施
設の整備による練り加工品等の製造等
により付加価値の向上、輸送コストの
縮減が図られることから、これらの加
工施設の導入についても検討する必要
がある。

・コールドチェーンの確保
【対応方策】

鮮魚流通の促進や品質保持のため、
コールドチェーンの確保が重要である。

・専門知識を持ったパッカーの育成
【対応方策】

品目の性質及び取扱方法について研
修等を行うことが必要である。

45

３．課題・対応方策



16【水産物分野】もずく：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ もずく類の収穫量は、年によってばらつき
があり、最近では、平成26年が19,305ｔと２
万 t に 近 づ い た が 、 27 年 は 約 ５ 千 t 減 少 の
14,445ｔ、29年は約19,300tとなっている。

２．輸出状況

・ 輸出実績は平成25年が突出しているが、そ
の要因は輸出先国の流通業者が大量にストックし
たことによるものである。
・ 国・地域別に見ると、香港、台湾向けが全体
の約５割を占めている。

資料：農林水産省「海面漁業生産統計調査」を基に沖縄総合事務局作成

香港,

2,023 

台湾, 

3,958 

その他, 

4,130 

H30 国・地域別の輸出額 （単位：千円）

香港 台湾 その他

資料：財務省「貿易統計」を基に沖縄総合事務局作成
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16【水産物分野】もずく：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
水産物
もずく ・安定生産の確保

【対応方策】
もずくについては、県内水産物の中では比

較的生産量が大きいことに加え、特産品目と
して競争力も高く、輸出増大が期待されてい
る。しかし、近年、天候不良等の影響により、
不作が続いており、国内需要に対して供給を
満たしきれていない状況にある。安定生産の
確保のためには、養殖施設の整備、栽培技術
の開発・強化や新品種開発に向けた取組等が
重要となっている。

・ニーズに合った輸送形態及びコス
トの検討
【対応方策】

もずくは、塩蔵品、洗いもずく、
乾燥もずくなど様々な商品形態で保
管や流通が行われている。輸出先国
のニーズに合った商品形態の輸送方
法を検討するとともに、輸送コスト
についても考慮する必要がある。

・ニーズがない国に対するプロ
モーション
【対応方策】

海外では、もずくの食文化がほ
とんどないため、商流を開拓し、
定着させることが難しいとされて
いる。海外にもずくの食文化を定
着させるためには、日本食として
の食べ方とセットで売り込む必要
があり、例えば、海外に展開して
いる日本料理店で、日本国内と同
様に酢の物として提供する方法や、
天ぷらや味噌汁の具材等としての
レシピを広める方法等が考えられ
る。

また、沖縄の健康長寿のイメー
ジとセットで売り込むことや機能
性を全面に打ち出した販売促進も
考えられる。
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17【水産物分野】ミーバイ（ヤイトハタ）（新）：国内生産及び輸出の現状

１．生産状況

・ 海面養殖業のうち、ミーバイ（ヤイトハ
タ）が含まれるその他の魚類の収穫量は、年々
減少傾向にあったが、平成29年は約100ｔと
なっており、前年と比べて約50ｔの増加と
なっている。

２．輸出状況

・ ミーバイ（ヤイトハタ）は、単品での輸出の
把握ができないため、ミーバイ（ヤイトハタ）を
含むその他魚類の項目の輸出額をみると、特に平
成28年の輸出額が１億円を超え突出している。
・ 国・地域別に見ると、香港向けが全体の
75％を占めている。

資料：農林水産省「海面漁業生産統計調査」を基に沖縄総合事務局作成

資料：財務省「貿易統計」を
基に沖縄総合事務局作成
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17【水産物分野】ミーバイ（ヤイトハタ）（新）：課題及び対応方策

品目 生産面 流通面 その他（販売含む）
水産物
ミーバイ
(ヤイトハ
タ)

・安定生産の確保
【対応方策】

近年、国内需要も増加している中、生産が
不安定な状況が続いており、国外需要に対し
て、充分な供給が難しいとされている。

このため、養殖施設の拡充、安定した種苗、
輸出向けの出荷サイズに合わせたサイズ確保
のための技術開発等が重要である。

＜参考＞
出荷サイズまでの期間

ヤイトハタ：約2年(1,000g以上)
スジアラ：約3年(500ｇ以上)

・リードタイムの短縮化
【対応方策】

東南アジア、例えば香港では生け
簀や水槽の活魚を調理して提供する
料理店があり、活魚は、一般で流通
する鮮魚、冷凍魚よりも高値で取引
されている。過去に沖縄県水産海洋
研究センターで、ヤイトハタの水無
し活魚輸送試験が行われており、８
時間以内であれば、同試験の方法に
より95％以上の生存率で水無し状
態での活魚輸送が可能との結果が出
ており、その普及が期待される。

なお、ヤイトハタの養殖は沖縄の
伊平屋島等の離島でも行われており、
産地から消費地（輸出の場合は輸出
先国の都市）まで、８時間以内の輸
送条件をクリアーすることは困難で
あることから、リードタイムを短縮
するための後背地での一時貯留施設
を整備することが必要と考えられる。

さらに、鮮魚輸送については、産
地から消費地まで滞留時間が発生し
ないことが理想であるが、滞留時間
があった場合には、その原因を究明
し、解消法を検討することが重要で
ある。

・新鮮保持技術のPR
【対応方策】

日本の高度な冷蔵技術について
海外であまり知られておらず、沖
縄で流通している鮮魚の品質や安
全性の強みが輸出の場面で活かさ
れていないことから、日本の高度
な冷蔵技術による鮮魚の品質の高
さや安全性を前面に出したプロ
モーションを行うことが重要であ
る。

・専門知識を持ったパッカーの育成
【対応方策】

品目の性質及び取扱方法について
研修等を行うことが必要である。
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事例集
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◯事例集（通関トラブル関係①）

ケース１ 品目 相談内容 対応内容

中国向け 酒類と食品の混載 ・ 県内輸出事業者が酒類と食品を混載し中国向
けに輸出するため、沖縄総合事務局に対し産地証
明書発行を申請。局は、「輸出される食品等に関す
る証明書の発行事務処理要領」等（農林水産省
通知）に基づき、産地証明書を発行し、輸出事業
者へ手交。
・ 輸出事業者は、当該産地証明書をもって現地
通関担当者へ説明したところ、「中国当局（北
京）から、混載された酒類について農政局等が証明
書を発行することができる旨の通知を受けていないの
で通関させることはできない」との回答を受けた。

・ 食品と酒類を混載して輸出する際、当該要
領ではまとめて地方農政局等に申請することが
可能としているものの輸出先国ではその旨の通
知がなく通関できない場合、事業者は産地証
明書申請について二度手間となる上に、通関に
時間がかかってしまい、他の混載物（食品等）
が傷み廃棄となるリスクが生じる、また、通関す
るまでの保税倉庫での保管代金等の追徴など
コストも重なる。
・ このような状況を生じさせないために、産地証
明書発行に係るQ&Aの改正について農林水
産省に要望。現在、改正済み。

ケース２ 品目 相談内容 対応内容

シンガポール
向け

牡蠣 ・ 水産庁発行の証明書に記載されている項目以
外について、現地通関から記載を求められた。証明
書様式は政府間で合意したものであり、追記できな
いため通関できなかった。
・ 政府間で合意した輸出証明関係書類について
現場（通関担当）へ周知徹底されていない。

・ 現地通関担当者において、政府間の合意
が周知徹底されていないため、証明書に記載さ
れている事項以外についても求められている実
態を農林水産省に報告し、同時に現地大使
館等を通じ、現場に周知徹底するよう要望。

ケース３ 品目 相談内容 対応内容

シンガポール
向け

桃 ・ 産地証明書を発行して通関に提出したものの、レ
ターのタイトルが「Declaration」になっており
「Certificate」ではないということで通関できなかった。
・ 政府間で合意した輸出証明関係書類について
現場（通関担当）へ周知徹底されていない。

・ 農林水産省へ確認し、現地インポーターに
対し「事務処理要領等を基に、シンガポール政
府と日本政府の協議の上で決定している様式
である」旨、再度、現地通関担当者へ丁寧に
説明するよう依頼。農林水産省へ現場への周
知徹底を要望。
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◯事例集（通関トラブル関係②）

ケース４ 品目 相談内容 対応内容

台湾向け 岩牡蠣 ・学名が輸出先国の規定に登録されていないため、
通関できない。

・輸出先国の規定に岩牡蠣の学名は登録され
てはいないが、輸出先国において台湾側輸入
事業者の輸入許可申請等必要手続きを踏め
ば通関可能であることを確認。

ケース５ 品目 相談内容 対応内容

シンガポール
向け

桃 ・産地証明書を発行した後に、台風接近のため出
港日及び便が変更になったため、産地証明書の取り
直しとなった。

・輸出事業者と密に連絡をとり、迅速に対応し、
産地証明書を発行。
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◯事例集（関係機関の連携等）

ケース１ 品目 相談内容 対応内容

中国向け
各種証明書の発行
について

まぐろ ・ 鮮魚という最も鮮度の高さが求められる商品に対
し、限られた時間の中で多くの作業（放射能検査、
放射能検査証明書・産地証明書、衛生証明書）
を実施する必要がある。輸出実現のためには、輸出
事業者、国、県、保健所、関係機関による緊密な
連携が必要。

・ 県アジア経済戦略課、県上海事務所が主
導して企業・関係機関の下で実際に鮮魚を複
数回輸出し、輸出体制を整備。

53

ケース２ 品目 相談内容 対応内容

シンガポール向け
「くろまぐろ漁獲
証明書」の発行に
ついて

くろまぐろ ・ 沖縄県からのくろまぐろ輸出に係る漁獲証明書は、
水産庁が申請先となっている。原本での申請の場合、
水産庁への申請及び証明書の送付に時間を要する。

・ 現地輸入事業者に確認した上で、メールで
の申請及び漁獲証明書のPDFの送付で搬入
当日に対応可能とした。原本は後日、水産庁
から輸出事業者へ郵送。
・ 平成30年10月、県水産課が漁獲証明書
の申請先として登録された。
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◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制）

60

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制） 61

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制）

62

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制） 63

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制）

64

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制） 65

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制）

66

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（原発事故後の規制） 67

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（植物検疫：貨物編）

68

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省植物防疫所ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（植物検疫：郵便物編） 69

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※農林水産省植物防疫所ホームページより
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※農林水産省動物検疫所ホームページより
※輸出をご検討される場合は、事前に動物検疫所にお問い合わせください。

動物検疫所 沖縄支所 TEL：098-861-4370



◯参考資料２ 各国の輸入規制（水産物・水産加工品関係手続き） 71

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※水産庁ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（水産物・水産加工品関係手続き）

72

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※水産庁ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（水産物・水産加工品関係手続き） 73

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※水産庁ホームページより



◯参考資料２ 各国の輸入規制（水産物・水産加工品関係手続き）

74

※詳細は、75ページ以降に掲載されている該当URLのサイトでご確認ください。

※水産庁ホームページより



◯参考資料３（輸出規制に関するもの）

※資料のご利用に当たっては、最新の情報をご確認ください。

※参考資料１～３については、沖縄総合事務局ホームページにも掲載しています。
【沖縄総合事務局 農林水産部 ホームページURL】 http://www.ogb.go.jp/nousui/

→ 事務局農林水産部トップ ＞ 輸出促進 ＞ 輸出手続き等 ＞【手続き一般】関係資料リンク集
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平成２８年度農林水産物・食品の輸出取組事例（農林水産省作成）
に掲載された沖縄における取組事例

（５事業者）

（株）御菓子御殿・・・・・紅いもタルト → 107ページ

沖縄特産販売（株）・・・・シークヮーサー加工品 → 108ページ

沖縄製粉（株）・・・・・・紫芋ペースト → 109ページ

オリオンビール（株）・・・ビール → 110ページ

（株）沖縄県物産公社・・・農林水産物等 → 111ページ

平成２９年度農林水産物・食品の輸出取組事例（農林水産省作成）
に掲載された沖縄における取組事例

（４事業者）

（有）サニー沖縄・・・農産物 → 112ページ

琉球黒糖（株）・・・・黒糖 → 113ページ

（株）萌す・・・・・・ミーバイ（ヤイトハタ）→ 114ページ
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沖縄県農業協同組合におけるクルーズ船向け食材等の供給

１．これまでの取組状況
沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）は、ゲンティング香港社と提携し、2018年４月から同社が運

営するクルーズ船内のレストランの食材（沖縄県産の牛肉、豚肉、青果物）及び船内の売店で販売する
シークヮーサー、黒糖等の加工商品を供給し、同年11月末までの販売数量は牛肉8.5トン、豚肉1.5ト
ン、青果物6.3トン、加工品2,300ケースとなった。

２．今後の取組予定
ＪＡおきなわとゲンティング香港社は、今後の更なる取引拡大に向けて2018年11月に意見交換を行

い、幅広い客層をターゲットに沖縄県産の農畜産物とあぐー豚を使用した創作料理メニューの開発、
シークヮーサー加工品・黒糖の試食販売など船内での販売促進イベントを継続する事を確認した。

ＪＡおきなわは、これらの取組によってインバウンド（訪日外国人）の満足度の向上を図ると共に、
県内の農家所得の向上に繋げたいとしている。

調印式ＪＡおきなわとゲンティン香港社
による覚書締結調印式

船内における畜産物（沖縄和牛、あぐー）
の調理、試食イベント

船内の売店に陳列された
シークヮーサー等加工品
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グアム・

フィリピン

8.7億円

その他

33.1億円総額
41.9億円

○ 平成30年の沖縄からの農林水産物・食品の輸出額は、41.9億円。

○ このうち、約９億円を占めるグアム及びフィリピン向けの輸出額は、水産物（主にマグロ）を海外で直接水揚げした

ことで輸出扱いとなる額であり、これを除いた輸出額「実際に沖縄から輸出されたと想定される輸出額」は33.1億円。

資料：財務省貿易統計「沖縄地区税関」管内から作成（以下５ページまで同様）

〇沖縄からの輸出額の推移

１ 沖縄からの農林水産物・食品の輸出状況
① 全体概況について

当該国・地域で水揚げ
されたと想定される

水産物（主にマグロ類）

香港

台湾
アメリカ

中国

タイ

韓…

シンガポール
ベトナム その他

総額
33.1億
円

輸出額

（総額） 割合

全国（前年比） 814,866億円（+4.1％） 1.11%

14.4%

速報値

（未） うち農林水産物・食品

9,068億円（+12.4%）

沖縄（前年比） 291億円（-10.0％）

41.9億円（+18.7％）

11.4%
【グアム・フィリピンを除く】

33.1億円（＋26.4％）

実際に輸出された
と想定される

農林水産物・食品

〇輸出先国・地域別内訳（平成30年）

8.6 
12.9 

7.6 6.3 7.9 
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0.0 
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11.9 
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総額農産物 林産物 水産物
（億円）

33.632.6 33.6 33.0
29.9 28.8

35.4
31.5

35.3

41.9
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○ 「実際に沖縄から輸出されたと想定される農林水産物・食品の輸出額」は、近年増加傾向で推移し、33.1億円（対

前年比26.4％増）となっている。

○ 国・地域別の構成を見ると、香港向けが10.2億円（30.9％）、次いで台湾向けが5.5億円（16.7％）、シンガポー
ル向けが4.5億円（13.5％）で第３位となっている。

（百万円）

（参考）

○ 沖縄からの輸出額の推移（国・地域別）
（グアム・フィリピンを除く）

（年）

② 輸出先国・地域別の輸出額推移

平成 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

香港 463 922 754 572 804 772 903 1,072 846 1,024

台湾 318 303 246 230 264 308 394 466 525 555

シンガポール 8 10 18 26 36 51 45 75 133 448

ベトナム 9 8 21 43 15 47 173 69 426 397

アメリカ 53 65 56 60 86 122 137 158 222 283

タイ 49 142 43 46 60 52 52 19 100 128

韓国 94 107 67 76 65 51 72 82 61 116

中国 9 24 34 106 72 106 80 88 33 88

その他 1 1 23 28 31 69 111 218 276 274

合計 1,003 1,583 1,262 1,187 1,432 1,578 1,967 2,247 2,622 3,313

グアム 1643 1255 1517 1610 1445 1733 1571 907 907 875

フィリピン 610 519 519 190 7 44 0 0 0 0

（47.7%）

（20.8%）

（7.0%）

（3.9%）

香港

（30.9%）

台湾

（16.7％）

シンガポール

（13.5％）

ベトナム

アメリカ

タイ

韓国

中国
その他

0

5

10

15

20

25

30

35

平成21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

グアム・フィリピン以外（国別）
香港 台湾 シンガポール

ベトナム アメリカ タイ

韓国 中国 その他

（億円）

10.0

15.8

12.6
11.9

14.3
15.8

19.7

22.5

26.2

33.1

117



○ 品目別内訳（平成30年）

○ 品目別内訳は、加工食品が11.5億円（34.7％）、畜産品が11.0億円（33.1％）、野菜・果実が4.3億円
（13.0%）、調製品を除いた水産物が2.9億円（8.8％）となっている。

注：単位は百万円
（ ）内は輸出額に占める割合
〈 〉内は対前年比

③ 品目別の輸出額推移

（参考） アジア向け輸出の概要

香港
【10.2億円】

なまこ、牛肉、
豚肉、かんしょ

等 台湾
【5.5億円】
牛肉、調製食
料品等

韓国
【1.2億円】

調製食料
品等

ベトナム
【4.0億円】
粉ミルク 等

シンガポール
【4.5億円】

かんしょ、牛肉等

タイ
【1.3億円】
牛肉、いか

等

中国
【0.9億円】

調製食料
品等

加工食品

1,149百万円(34.7%)
〈+8.5%〉

畜産品

1,096百万円(33.1%)
〈+28.3%〉

穀物、米等
239百万円(7.2%)
〈+2.9%〉

野菜・果実等

431百万円(13.0%)
〈+219.2%〉

その他農産物

85百万円(2.6%)
〈+16.9%〉

林産物

3百万円(0.1%)
〈+31.7%〉

水産物（調製品以外）
292百万円(8.8%)
〈+21.9%〉

水産調製品
19百万円(0.6%)
〈-31.3%〉

ビール 522百万円
うこん 28百万円 等

牛肉 535百万円
豚肉 134百万円 等

黒糖類 31百万円 等

野菜 196百万円
果実 234百万円 等

総額
33.1億円
〈+26.4%〉

なまこ 103百万円
もずく類 10百万円 等

農産物

水産物
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③－１ 主な品目の輸出状況（牛肉・豚肉・野菜・果実・黒糖・うこん）

牛肉 豚肉 野菜

果実

（百万円）（百万円） （百万円）

（百万円） （百万円） （百万円）

（年）
（年）

（年）

（年）

（年） （年）

0.0 2.6 14.0 5.0 38.7
81.2 88.4 33.9

221.8

534.6

0
100
200
300
400
500
600

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8.0 12.4 18.4
32.138.8

57.3 55.8

99.197.4

133.9
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0.2 0.5 5.7 5.5 8.3

63.8 60.5
104.484.5

234.4

0

50

100

150

200

250

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

35.5 26.4
17.6

23.631.3
43.8

33.134.7
50.5

196.4

0

50

100

150

200

250

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

黒糖

14.9

24.7
28.8

25.1 26.7

36.9 34.4
29.8 31.1

4.2

0
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20
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40
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うこん

2.7 1.1 2.3 3.2
4.8

18.8

32.9
36.6

27.9

1.6
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2.5
4.5

9.2
6.8
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10.6
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11.9

6.0
10.1
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③－２ 主な品目の輸出状況（魚介類・なまこ・もずく類・ビール）

（百万円）

（年）

（百万円）

（年）

（百万円）

（年）

ビール
（百万円）

（年）

なまこ

97.4

224.2

291.0290.0

154.1152.4
108.0 89.0102.8

12.3
0

50
100
150
200
250
300
350

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

もずく類

魚介類

98.6

242.2
275.1

482.2
429.8

261.3249.8

338.2

224.6
237.6

0
100
200
300
400
500
600

H21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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に

２ 沖縄からの農林水産物・食品の輸出拡大の方向性イメージ

クルーズ船の急増等による
外国人観光客の増加

アジア圏の
所得水準の向上

「和食」の
認知度向上

沖縄農林水産物等の輸出拡大・オールジャパンの輸出目標実現に貢献

農林水産物・食品の“ショーケース”機能

全国の産地との連携・輸出国ニーズへの対応

連携

沖縄県入域外国人観光客数※1；
38万人（2012年度）→290万人（2018年）
沖縄へのクルーズ船寄港回数※2；
125回（2012年） → 515回（2017年）

→ 528回（2018年：対前年同期比13回増）
出典： ※１ 沖縄県資料 ※２沖縄総合事務局開発建設部資料

急増する外国人観光客（インバウンド）への販売を通じ
た輸出拡大とともに、海外での販売・ＰＲを通じた沖縄
の魅力発信など観光との連携による相乗効果の発揮

・外国人受入のための人材確保・育成
・旅客船ターミナル等ハード面の整備
・観光産業との効果的な連携

美ら海水族館ＨＰより

全国の産地と連携した強みのあるマーケティングや加工・
調理、ハラル認証などによる高付加価値化及び輸出国ニー
ズへの対応

・旬を繋ぐ産地リレーや特産品のコラボ
レーションなどによる魅力的な商品づ

くり
・商談会や海外ショッピングサイトなど
様々なチャンネルを通じた販路開拓

・ハラルやHACCPへの対応 沖縄県物産公社資料より

更に発展

東アジアの中心に位置する地理的優位性
を活かした物流機能

特色ある農林水産物・食品
・亜熱帯性の気候を活かした多彩な農林水産物
・伝統的な島野菜や食文化

全国の
産地

観光

（沖縄の強みと特色）

（観光や輸出をめぐる最近の情勢）

【相乗効果】

インバウンド・輸
出拡大

↓↑
沖縄のファンづ
くり・観光客呼込

【相乗効果】
全国特産品×

県産品・加工
↓

オリジナル商品

・沖縄国際貨物ハブ（ANA）
・アジアにおける宅配便網
（ヤマト運輸）

ＡＮＡＨＰより

×
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沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会 規約

１ 設立趣旨

農林水産物・食品（以下「農林水産物等」という ）の輸出促進については、第165。

回国会の総理所信表明演説において 「日本の農林水産物や食品は国内向けとの固定観、

念を打破するため 「おいしく、安全な日本産品」の輸出を、平成25年までに１兆円規、

模にすることを目指します 」と表明され、政府の目標として、農林水産物等の輸出の。

大幅な拡大を農林水産行政の大きな柱として推進しているところである。

平成１９年５月には 「農林水産物等輸出促進全国協議会」において 「我が国農林、 、

水産物・食品の総合的輸出戦略」が決定され、農林漁業者等に対する支援の取組の一

つとして 「地方農政局が中心となって、国の地方支分部局、地方公共団体、日本貿易、

振興機構の貿易情報センター等の参画の下、地域の輸出促進に係る協議会を設立」す

ることとされたところである。

、沖縄県においてはモズクや健康食品などで先駆的な取組が見られるところであるが

こうした動きを踏まえ、輸出額及び品目数等のさらなる拡大に向けた県内農林水産物

、 、等の輸出促進方策を検討するとともに 輸出に取り組む意欲のある者を支援するため

関係機関から構成する「沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会 （以下「協議会」とい」

う ）を設置する。。

２ 協議会の構成等

(１) 構成員は、別紙のとおりとする。

(２) 本協議会に会長及び副会長を置き、会長は沖縄総合事務局次長（総務等担当）

とする。副会長は沖縄県農林水産部長とし、会長を補佐するものとする。

(３) 構成員は、必要に応じて追加等を行うものとする。

、 、 。また 必要に応じて実務者 学識経験者等の専門家から意見を聞くものとする

(４) 協議会を円滑に運営するため担当者会議を設けるものとする。担当者会議は、

沖縄総合事務局農林水産部が主宰し、必要に応じて各関係機関が参加する。

３ 活動内容

(１) 沖縄県の農林水産物等の輸出促進に関する情報の収集・分析及び共有

(２) 沖縄県の農林水産物等の輸出促進に係る普及啓発及び広報

(３) 沖縄県の農林水産物等の輸出促進方策の検討及び実施

(４) 協議会構成員による取組の連携・調整

(５) その他農林水産物等の輸出促進のために必要な活動

４ 事務局

協議会の事務局は、沖縄総合事務局農林水産部食料産業課に置く。

５ その他

協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。


